
導入設備写真撮影時の注意点

写真撮影の詳細については、事務取扱説明書および実績報告の手引きも併せて
ご確認ください。

１．全設備共通の撮影ポイント(正しい撮影例)

ｃ

交付決定
通知書番号
SII〇〇〇〇〇

設備全体

固定物

①ぼやけている

✔

②設備が見切れている

設備全体が写っている

✔交付決定通知書番号が写っている

※写真の加工は禁止です。

✔設備以外に固定物が写っている

ポイント

③暗い

写真撮影の際は、以下のポイントに気を付けて撮影を行ってください。

２．誤った撮影例

×
④交付決定通知書番号がない

×

×
設備が確認できるよう
ピントを合わせてください

設備が確認できるよう
照明を付けて
撮影してください

1枚で取り切れない場合は
複数枚にわたって
撮影してください

交付決定通知書番号は
必ず設備と一緒に
撮影してください

※写真の加工は禁止です。

×

〇


